
- 1 - 

毎月 1回経営に役立つ人事労務情報をお届けしております 

 

社労士NEWS＞＞＞ 
＞＞＞ 2018.2 Vol.087 

発行 ＞＞＞ 

社会保険労務士法人 行政書士 桑原事務所 

URL：http://www.onyx.dti.ne.jp/~m-kuwa/ 

〒135-0003 東京都江東区猿江 1丁目 1番 2号 

Tel ＞03-5624-2395 Fax ＞03-5624-2396  Mail ＞m-kuwa@onyx.dti.ne.jp 

CONTENTS ＞＞＞ 

1. 法 改 正 ＞ 改正民法における消滅時効について 

2. 人材育成 ＞ 注目が集まるリカレント教育 

3. 提  供 ＞ 経営に役立つビジネスリポート 
 

1. 法 改 正 改正民法における消滅時効について 

 

 昨年 5月に改正された民法が、平成 32年 4月 1日から施行されることとなりました。改正内容は、①債権の時効期間

の変更、②法定利率の柔軟化、③約款の規定の新設、④個人保証要件の厳格化、など多岐に渡りますが、本稿では、この

中でも特に人事・労務に密接に係わってくる消滅時効について採り上げます。 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

【現状】 

 起算点 時効期間 具体例 適用に争いのある具体例 

原則 

権利を行使 
することが 
できる時から 

10年 個人間の賃金債権  

職業別 

1年 飲食店、宿泊料など 「下宿屋」の下宿料 

2年 
弁護士、公証人の報酬、小売商人、
卸売商人などの売掛代金など 

税理士、公認会計士の報酬、農協の売掛代金など 

3年 医師、助産師の診療報酬など あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師の報酬など 

商事 5年 商行為によって生じた債権 消費者ローンの過払金返還請求権（判例上10年） 

 
  
 
 
【改正法】 

 起算点 時効期間 具体例 

原則 知った時から 5年 
左記のいずれか早い方の経過によって時効が完成。 
 ①権利を行使することができることを知った時と、権利を行使することができる時とが 
 基本的に同一時点であるケース（売買代金債権、飲食料債権など契約上の債権）と、 
 ②権利を行使することができることを知った時と、権利を行使することができる時とが 
 異なるケース（消費者ローンの過払金（不当利得）返還請求権など）によって、考え方が
異なります。 

職業別 
権利を行使 
することが 
できる時から 

10年 

 

１．時効期間と起算点に関する見直し 

現状は、下図のように消滅時効を原則10年としなが

ら例外規定があり、どの期間が適用されるのか分かり

にくくなっています。 

改正法では、職業別の短期消滅時効を全て廃止し、 

 

時効は『権利を行使することができる時から10年』

『権利を行使することができることを知った時から5

年』のいずれか早い方の経過によって完成する、とい

うシンプルなルールに統一されます。 

シンプルに統一化 

法務省『民法（債権関係）の改正に関する説明資料』を一部加工 
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2. 人材育成 注目が集まるリカレント教育 

 

 政府が定めた働き方改革実行計画における主要なテーマのひとつとして、「リカレント教育」が取り上げられています。

昨年12月には、茂木経済再生担当大臣が記者会見で「リカレント教育など専門教育の多様なプログラムを大幅に拡充して

いきたい」との意向を示しました。今回は、メディアでも取り上げられる機会が増えてきたリカレント教育について解説

いたします。 
 

 
  
 
  
 
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 

２．賃金債権の時効 

賃金債権について、民法では「月またはこれより短

い時期によって定めた使用人の給料に係る債権は、1

年間行使しないときは消滅する」と規定されています。

しかし、労働基準法では「賃金、災害補償その他の請

求権は2年間、退職手当の請求権は5年間」という特例

が定められています。つまり、民法の「1年間」とい

う原則を、特別法である労働基準法が労働者保護など

の観点から「2年間」まで延長しているのです。この

点について、改正民法施行後は、民法原則(5年間)より

労働基準法の特例(2年間)の方が短いという逆転現象

が生じてしまいます。 

 仮に、賃金の請求権が5年間に延長されたとする

と、それに伴い経営リスクは高まります。残業代等の

未払いについて、経営者が知っていた場合はもとより、

計算方法の誤りなどによって知らないうちに債務が 

 

 

5年分膨れ上がってしまい、労働者から請求されたと

きに始めて気づく・・・ということも有り得ます。 

 賃金債権の時効について、厚生労働省は学識者や実

務経験者などを交えた検討会を開催し、「今夏をめどに

賃金等請求権の消滅時効期間の在り方等を取り纏め

る」としています。 

 

３．まずは現存リスクへの対応から 

「2年間」「5年間」等の議論はありますが、現行の

「2年間」の賃金債権で見た場合でも、今なお未払い

賃金に関するトラブルは絶えません。 

ぜひこの機会に、就業規則や賃金規定、雇用契約書

の見直し、管理監督者等の労働実態の確実な把握、労

働時間の適正化などにより、潜在化しているかもしれ

ないリスクを洗い出し、早期に対応されることをお勧

めいたします。 

 

 

１．リカレント教育とは 

リカレント教育という言葉の歴史は古く、1973年には

OECDが『リカレント教育－生涯学習のための戦略－』

という報告書をまとめています。同書によれば、リカレ

ント教育とは、「生涯学習を実現するために行われる義

務教育以後の包括的な教育戦略であり、その特徴は、青

少年期という人生の初期に集中していた教育を、個人の

全生涯にわたって、労働、余暇など他の諸活動と交互に

行う形で分散されることである」とされています。 

 

２．リカレント教育のこれまでと、これから 

何故、概念として半世紀近く前から存在するものが、

今までは話題ともならず、また、今になって脚光を浴

びているのでしょうか。 

 旧来の日本的雇用慣行においては、終身雇用や年功

序列が特徴であり、キャリアを中断して職場外で就学

することや、子育てが一段落してから再び職場に復帰

することなどは、あまり一般的ではなく、そのため 

リカレント(recurrent = 回帰)ということ自体、殆ど 

問題となってきませんでした。 

 

しかし、「2007年に生まれた子供の半数が107歳よ

り長く生きる」とされる『人生100年時代』において

は、人々は「教育・仕事・老後」という3ステージの単

線型の人生ではなく、マルチステージ型の人生を送る

ようになります。現在政府は、「生涯を通じて切れ目な

く、質の高い教育を用意し、いつでも有用なスキルを

身につけられる学び直しの場が、安定的な財源の下で

提供されることを目指す『人づくり革命』」を、急ピッ

チで進めています。 

 リカレント教育は人づくり革命の重要な位置を占め

るものであり、誰にでも学び直しと新しいチャレンジの

機会を確保することで、「いつでも学び直し・やり直し

ができる社会」を実現することを目指しています。具体

的には、リカレント教育の抜本的な拡充、現役世代の

キャリアアップ、中高年の再就職支援、様々な学校で

得た単位を積み上げて卒業資格として認める仕組みの

活用、といった環境整備が、雇用保険制度等の活用も

含めて、夏に向けて検討されることになっていますの

で、注視していく必要があります。 
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スキル習得機会の拡大【一部新規】【一部推進枠】 ７５９億円（４８１億円） 

●社会人のリカレント教育講座の多様化に関する研究等（在職者や子育て⼥性等の社会人が受講しやすい開講形態等に係る研究・実証）を行うとと
もに、託児サービス付き訓練等の充実などにより、⼥性の学び直しを支援する。 

●専門実践教育訓練給付による自発的な能⼒開発支援、人材開発支援助成金を活用した企業内訓練やITリテラシーの習得等を目指すハローITトレー

ニング集中実施プランの推進を通じ、労働者の能⼒開発に向けた取組を進める。 

人材確保対策の総合的な推進 ２６８億円（２３２億円） 

●雇用吸収率の高い分野でのマッチング支援を強化するとともに、事業主の雇用管理改善に対する助成や相談支援を通じて、福祉分野のほか、警備

業、運輸業などの人手不⾜分野における総合的な人材確保対策を推進する。 

保育・介護人材の確保【一部新規】【一部推進枠】 ４０億円（２９億円） 

●保育人材の確保のため、保育補助者の雇上げ支援や保育士資格の取得支援について要件の見直し等を行う。また、中高年齢者等の介護未経験者に
対する⼊門的研修の創設や先駆的・効果的な事例の展開など、多様な介護人材の確保に向けた取組を推進する。 

厚生労働省『平成30年度予算概算要求の概要』から抜粋 
   

学びと社会の連携促進事業（EdTech実証、リカレント教育） 29年度補正予算にて検討 

●就学前からリカレント教育の各分野におけるEdTech（IT技術等を活用した新たな教育サービス）等の先進的実証プロジェクトの実施とガイドラ
イン策定、「就職氷河期」世代以降のポテンシャル人材を地方や海外の中小企業やベンチャー企業等で活躍する中核人材へと育成するための実践

的能⼒開発に係る研修等を実施する。 

産学連携サービス経営人材育成事業 1.0億円（2.1億円） 

●専門職大学の開設等も見据え、大学等とサービス事業者等が連携して進める、サービス産業の経営に関する専門的・実践的な教育プログラムの開
発への支援を行う。 

経済産業省『今後の情報政策・商務サービス政策の重点について』から抜粋 
   

リカレント教育・職業教育の充実に取り組む大学・専修学校等への支援 44億円（18億円増） 

私学助成改革推進委託事業 11億円（新規） 

●経営強化に向けた連携方策や私立大学におけるリカレント教育の推進、私学助成の効果に係る分析、各都道府県が実施している私学助成の実態等
について調査研究を実施。 

文部科学省『平成30年度文部科学関係概算要求のポイント』から抜粋 
                             

Q & A 
記事の中でちょっと気になる豆知識をご案内。今回は、２ページ目の「注目が集まるリカレント教育」に関連

する豆知識をお伝えします。 

 Q． リカレント教育で想定される教育機関にはどのようなものがありますか。 

A． 担い手となる教育機関とそれぞれの特徴についてお伝えします。 
 

 

 民間研修・教育事業者 専修学校 高等教育機関 

期待される効果 
●技術や知識の提供・更新 
●資格獲得の支援 
●マインドセットの促進 

●技術や知識の提供 
●資格獲得の支援 

●体系的知識の伝授 
●知的トレーニング 
●学習共同体への参画 

学習時間 
短期～中期 
（数時間～数ヵ月） 

中期～長期 
（数ヵ月～2年程度） 

長期（学位取得の場合少なくとも2年以上） 
中期（2～3ヵ月） 

学習費用 数万円～ 数十万円～ 約135万円以上（国立） 

 
（経済産業省 産業人材政策室『リカレント教育の担い手について』から抜粋） 

 

３．平成30年度予算案からみる人づくり革命 

各省庁の予算案においても、教育に関連する予算が増加、または新たに計上されており、人づくり革命が単なる

スローガンではないことが分かります。 

 

４．おわりに 

働き方改革の推進やAIの導⼊等により、労働の質を

高めることがますます求められています。より高度な 

知識・技能を習得しキャリアアップを図ることは、 

 

離職者を含め全労働者共通の課題であるため、会社と

してはこれまでの教育に加えて、リカレント教育や個

人が主体的に学べる機会を提供することを視野に⼊れ

た教育体系を構築していく必要があります。 
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3. 提  供 『経営に役立つビジネスリポート』を無料でご提供いたします！ 

弊所がお届けする“ビジネスリポート”は、経営に役立つ情報が満載です！ 

例えば「マネジメント関連」では経営戦略、企画・営業、広報、生産・物流、 

人事管理等の情報を、「ビジネス関連」では卸・小売、食品、製造、不動産、 

情報・通信等の各業界情報を、その他「ビジネス以外」では、生活分野、 

健康、環境、豆知識など、多岐にわたる経営情報を取り揃えております。 

以下の中からご興味があるテーマがございましたら、弊所あてにお電話 

いただくか下記フォームに必要事項をご記⼊のうえＦＡＸをお送りください。 

ご希望のリポートを“無料”にてお届けいたしますので、お気軽にお申し込みください。 

今月のおすすめビジネスリポート 

マネジメント関連 

リポート番号 タイトル 内容 

＃1699 

（全 7ページ） 

これだけ押さえて！ 

「働き方改革」の主な実務リスト 

・「働き方改革」のやることリスト 

・長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等 

・雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保 

・その他 

＃1706 

（全 4ページ） 

「シェア経済」時代に知っておくべき 

税金のルール 

・意外に忘れやすい従業員の所得税確定申告 

・給与所得以外に生じる主な所得 

・近年の取引で注意しておきたい取引と所得税法上の取扱い 

・確定申告を忘れてしまった場合 

＃1713 

（全 6ページ） 

決算前に確認！税負担に影響する 

「損金」の基本 

・損金とは 

・費用と損金に違いがある場合 

・損金の分類 

・売上原価 

・販売費及び一般管理費その他の費用                 他 

ビジネス関連   

＃1717 

（全 7ページ） 
2017年の経済を振り返り、2018年を展望する 

・2017年の経済を振り返る 

・2018年の経済はどうなる？ 

＃1709 

（全 4ページ） 

働く人なら一度は考えるべき 

「ビジネスの三種の神器」 

・「ビジネスの三種の神器」とは何か 

・「ビジネスの三種の神器」で見えるその人の姿 

・「ビジネスの三種の神器」には理由がある 

・誰の「ビジネスの三種の神器」を聞きたいか 

・変化する「ビジネスの三種の神器」 

 

お気軽にご用命ください 
TEL ＞＞＞ 03-5624-2395 
FAX ＞＞＞ 03-5624-2396 

 

貴社名  ご担当者様 
部署・所属 

所在地 〒 

E-mail  Tel  

ご希望のリポート番号  

※ご記⼊いただきました個人情報は、ビジネスリポートのご案内およびお届けすることを目的とし、それ以外では利用いたしません。 

 
 
 

お困りなことがございましたらお気軽に弊所までご相談ください。 


